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平成 19年 10月 1日（初版） 

平成 20年 8月 21日（改訂） 

 
「みんそ法」超上級講義の入門の入門の入門１２ 

捧	 大地 
 

第１章	 ～イントロ―民訴法ってなぁに？―～ 
［説例Ⅰ］ 
	 那覇市に住むＸさんと札幌市に住むＹさんは横浜市立大学時代の友人である。就職を機

に現在地に住んでいる。さて、就職後すすきののキャバクラ「court３」に勤める「さつき
ちゃん」に入れ込んでしまったＹは、まだ新緑の季節前だというのに、なんと１００万円

程もの借金を消費者金融に作ってしまった４。そこでＸは、Ｙの冬の初ボーナス後の同年１

２月１５日を弁済期として返還約束を取りつけたうえで、ＧＷ中に横濱市内で、Ｙに金１

００万円を無利子で貸し付けた（金銭消費貸借：民 587条）。そして、弁済期が到来した。 
他方、Ｙは就職を機に新車５をクレジットで買ったので、従前の自分の車を５０万円でＸ

に売り渡し、お金はまだ受取っていなかった。６ 
〔某科目期末試験過去問・改〕 

＜すなわち＞ 
100万円（α債権） 
―――――――――→ 

Ｘ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｙ 
←――――――――― 

50万円（β債権） 
小問１	 (関連：訴訟管轄) 

	 Ｙが１００万円を任意に返さない。さて、訴えたいＸさんはそもそも何処の裁判所に訴

えるべき、又は訴えることができるだろうか？	 那覇地裁７？	 札幌地裁？	 横浜地裁？	

はたまた新潟地裁佐渡支部？	 	 あなたは何処の裁判所で裁判するべきと考えるか？ 

                                                   
１ 皆さんは昨今の我が国における理数離れをどう思われるか。それはさておき、法律科目における民訴法も理数科目と
同様な状況にないだろうか。たしかに民訴法を職業的に使用するのは裁判官と弁護士くらいであろう。しかしながら

民訴法は学問として独自のおもしろさを有する。にもかかわらず、学生から毛嫌いされ「眠素」などと揶揄され続け

てきたのは、今までの民訴法学者の国民に対する一般的抽象的職務懈怠（cf学教法 92条 6項同 7項、教基法 9条 1
項）によるところも大きいのではなかろうか。	 私としては、民訴法のおもしろさを伝えるため、役不足ながらも、

本レジュメを作成する次第である（この文の語法の誤りを指摘せよ）。 
２ レジュメの性質上、厳密には、民事訴訟法の用語や制度等と違う言葉を使うことがある。読む順番は興味を抱いた所
から考えてよい。また、本レジュメは机に向かって考えるようなたいそうなものではないので、お風呂に入っている

時やメシを食っている最中に考えてみるなど時間は有効に使って頂きたい。自分で調べてみるのは立派なことだが、

調べる前に自分で考えに考えてみるのを、強く、勧める。なお、略語等は法律学の慣用に従う。 
３ 本レジュメで最もよくできた箇所がこのネーミングである。 
４ よく聞く話である。ご利用は計画的且つ身分相応に。 
５ どうしても横浜ナンバーにしたかったＹは引越す前に新車を購入した（Ｘも同様）。 
６ そもそも善良なる方々は、一般的にはＸが渡した 100万円は、50万が車の代金で残りの 50万円が貸金である、とす
るのが社会生活上の「常識」的な行動だろう、と云うかもしれない。だが、そこは「人生いろいろ○○もいろいろ」

である。とにかく説例では、ＸがＹに対し 100万円の、ＹがＸに対し 50万円の金銭債権を有している設定とする。 
７ 正確には簡易裁判所である（裁判所法 33条 1項 1号）。 
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小問２‐(１)	 (関連：重複起訴（条文はあえて記載しない）) 
	 ＸさんがＹさんを相手に同じ債権〔α債権〕を根拠に、那覇地裁にも、横浜地裁にも、

札幌地裁にも、同一の訴えを提起した。	 あなたはこれをどう思うか？ 
これらの訴えは、 
・許されないだろうか？	 許されないとしたらその理由はなぜか？ 

 
・許されるだろうか？	 許されるとしたらその理由はなぜか？ 

 
＜考えるヒント♪＞ 

	 サッカーの国際公式試合でＩ国代表チームの FW が、Ｇ国の守備側のペナルティーエリア内で、Ｇ国

DFと競り合っている最中に倒れた、又は倒された。 

	 なぜかこの試合には FIFA(国際サッカー連盟)の手違いで、主審が３人も招かれており、一人は DFのフ

ァウルとして PKを、一人は DFにはファウルはないと、もう一人は FWのシュミレーション(わざと倒れ

ること)として当該 FWにこの試合２枚目のイエローカードを、と３人それぞれが違うジャッジを下した。 

	 	 	 	 	 	 	 さてこの後、どのような事態が勃発するだろうか？８９ 

 
小問２‐(２)	 （関連：法 114条 2項） 
	 Ｘが、貸金返還請求権〔α債権〕に基づき訴額１００万円の訴えを提起し裁判が始まっ

た（訴訟係属）。その後に、ＹさんはＸに車を売却した代金５０万円〔β債権〕を支払え、と

いう別の訴えを「別の裁判所」に提起してきた。 
ＸさんはＹさんに１００万円の債権〔α債権〕を有しているので相殺したいと考え、Ｙ

の請求に対し相殺の抗弁を提出した。 
	 ・この「相殺」の抗弁は認められるだろうか？	 認められるとしたらその理由は？ 
 
	 ・この「相殺」の抗弁は認められないだろうか？	 認められないとしたらその理由は？ 
 

＜チョット背伸び♪＞ 

興味がある人は、最判 H3.12.17（民集 45-9-1435、〔百選 45〕）及び同判決の河野信夫調査官解説にもあ

たってみよう！ 

以	 上 
	

おしまじな	 君と民とのためならば	 身は武蔵野の露と消ゆとも	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
おまけ①：裁判官の法服はなぜ「黒」色なのか？	 ウェディングドレスが「白」色なのと比較してあなた

の考えを述べよ。また「赤」色のウェディングドレスを着る花嫁をあなたはどう思うか？自由に述べよ。１０ 

                                                   
８ 余談１	 その昔、Ｗ杯の予選の結果をめぐってＥ共和国とＨ共和国が本当の戦争に突入した。	 有名なロックバンド
が解散した年の話である。 

９ 余談２	 その昔、Ｆ共和国とＱ国の試合中、Ｆ国のゴールに対してＱ国の王子が抗議、ピッチに降りてきたことがあ
った。あなたがこの試合の主審だったらどうしたか。ちなみにこの試合の主審は･･･調べてみよう。	 フォークラン

ド戦争が起こった年の話である。 
１０ この記述に批難をしたければ自由にして頂いてかまわないし、するべきである（cf憲法 24条）。 


